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市第59号議案 

   横浜市道路占用料条例の一部改正 

 横浜市道路占用料条例の一部を改正する条例を次のように定める

。 

   平成27年９月８日提出 

                 横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   横浜市道路占用料条例の一部を改正する条例 

 横浜市道路占用料条例（昭和32年３月横浜市条例第９号）の一部

を次のように改正する。 

 第１条中「延滞金」の次に「並びに法第39条の２第５項の条例で

定める額」を加える。 

 第４条の次に次の１条を加える。 

（占用料の額の 低額） 

第４条の２ 法第39条の２第５項の条例で定める額については、前

条第１項本文及び第６条第１項の規定を準用する。この場合にお

いて、前条第１項本文中「法第32条第１項若しくは第３項の規定

により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した占用

の期間（電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備

等に関する特別措置法（平成７年法律第39号）第10条、第11条第

１項若しくは第12条第１項の規定により許可をし、又は同法第21

条の規定により協議が成立した占用することができる期間（当該

許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始し

た日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合に

は、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期
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間の末日までの期間）。以下同じ。）に相当する期間」とあるの

は「入札対象施設等（法第39条の２第１項に規定する入札対象施

設等をいう。）の種類その他の事項を勘案して市長が定める期間

」と、第６条第１項中「占用者の申請により占用料の一部または

全部を免除する」とあるのは「第４条の２において準用する第４

条第１項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内におい

て別に占用料の額の 低額の下限の額を定める」と読み替えるも

のとする。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

   提 案 理 由 

道路占用者の選定に入札制度を導入するため、横浜市道路占用料

条例の一部を改正したいので提案する。



市第 59 号 

231 

 参  考  

   横 浜 市 道 路 占 用 料 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案     
                    (下 段  現  行)   

（ 趣 旨 ） 

第 １ 条  道 路 法 （ 昭 和 27 年 法 律 第 180 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。） 第 

39 条 の 規 定 に よ り 徴 収 す る 道 路 の 占 用 料 の 額 及 び 徴 収 方 法 並 び に 

           並 び に 法 第 39 条 の ２ 第 ５ 項 の 条 例 で 定 め 
当 該 占 用 料 に 係 る 延 滞 金 
 

る 額 
  に つ い て は 、 法 律 又 は こ れ に 基 づ く 政 令 に 別 に 定 め が あ る も 
 

の の ほ か 、 こ の 条 例 の 定 め る と こ ろ に よ る 。 

（ 占 用 料 の 額 の 低 額 ） 
 

第 ４ 条 の ２  法 第 39 条 の ２ 第 ５ 項 の 条 例 で 定 め る 額 に つ い て は 、 前 
 

条 第 １ 項 本 文 及 び 第 ６ 条 第 １ 項 の 規 定 を 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お 
 

い て 、 前 条 第 １ 項 本 文 中 「 法 第 32 条 第 １ 項 若 し く は 第 ３ 項 の 規 定 
 

に よ り 許 可 を し 、 又 は 法 第 35 条 の 規 定 に よ り 協 議 が 成 立 し た 占 用 
 

の 期 間 （ 電 線 共 同 溝 に 係 る 占 用 料 に あ っ て は 、 電 線 共 同 溝 の 整 備 
 

等 に 関 す る 特 別 措 置 法 （ 平 成 ７ 年 法 律 第 39 号 ） 第 10 条 、 第 11 条 第 
 

１ 項 若 し く は 第 12 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 許 可 を し 、 又 は 同 法 第 21  
 

条 の 規 定 に よ り 協 議 が 成 立 し た 占 用 す る こ と が で き る 期 間 （ 当 該 
 

許 可 又 は 当 該 協 議 に 係 る 電 線 共 同 溝 へ の 電 線 の 敷 設 工 事 を 開 始 し 
 

た 日 が 当 該 許 可 を し 、 又 は 当 該 協 議 が 成 立 し た 日 と 異 な る 場 合 に 
 

は 、 当 該 敷 設 工 事 を 開 始 し た 日 か ら 当 該 占 用 す る こ と が で き る 期 
 

間 の 末 日 ま で の 期 間 ）。 以 下 同 じ 。） に 相 当 す る 期 間 」 と あ る の 
 

は 「 入 札 対 象 施 設 等 （ 法 第 39 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 入 札 対 象 施 
 

設 等 を い う 。） の 種 類 そ の 他 の 事 項 を 勘 案 し て 市 長 が 定 め る 期 間 
 

」 と 、 第 ６ 条 第 １ 項 中 「 占 用 者 の 申 請 に よ り 占 用 料 の 一 部 ま た は 
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全 部 を 免 除 す る 」 と あ る の は 「 第 ４ 条 の ２ に お い て 準 用 す る 第 ４ 
 

条 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 項 に 規 定 す る 額 の 範 囲 内 に お い 
 

て 別 に 占 用 料 の 額 の 低 額 の 下 限 の 額 を 定 め る 」 と 読 み 替 え る も 
 

の と す る 。 
 


